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⑴ 違反被疑行為を取りやめること
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確約計画（排除措置計画）
１ 違反被疑行為及び確約計画の概要 参 考

卸売業者

小売業者
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⑵ 違反被疑行為を取りやめること等
を取締役会において決議

⑶・取引先卸売業者及び小売業者への
通知

・一般消費者への周知
・一蘭の従業員への周知徹底

⑷ 今後、同様の行為を行わないこと

⑸ コンプライアンス体制の整備
・行動指針の作成等
・定期的な研修・監査
・販売マニュアルの改定等
・就業規則の改定

⑹ 措置の履行状況の報告

【一蘭の即席めん等の供給条件】
一蘭の希望小売価格から割引した価格による販売を行わないこと

一 蘭

違反被疑行為

供給条件に同意すれば、
貴社に供給します

一蘭

分かりました

購入を希望する小売業者に当社の供
給条件を要請し同意を得るのであれ
ば、貴社に供給します

一蘭の供給条件に同意すれば、
貴社に販売します

一般消費者
一蘭の希望小売価格で販売

小売業者

卸売業者一蘭

分かりました

分かりました

小売業者卸売業者


